
2024年６月以降の源泉徴収・特別徴収等により、
１人につき所得税３万円、個人住民税１万円の減税

　　　絆をつなぐ綱引き大会開催
綱引きで総社を元気に！！

令和６年度  税制改正のポイント

《当商工会議所青年部事業》

第７回

【男性部門】 教員連合
【女性部門】 B.O.N.P
【男女混合部門】 チルホールズ
【小学生低学年部門】 常盤ルーキーズ
【小学生高学年部門】 帰ってきた！力見力

優勝
チーム

　このたび1月に発生した「令和6年能登半島地震」により、亡くなら
れた方々、そのご家族、ご親族、関係者の皆様に対しまして、謹んで
お悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお
見舞いを申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。
　総社商工会議所では、去る1月19日に岡山県商工会議所連合会か
ら100万円（岡山会議所45万円、各会議所５万円）を石川県商工会
議所連合会へお送りいたしました。また、２月下旬に15万円を日本
商工会議所へ送り、全国の商工会議所から寄せられている義援金
とともに被災地へ送られます。
　会員の皆様におかれましては既に義援金などの対応をされてい
ると思いますが、引き続き被災された地域へのご支援をいただけれ
ば幸いであります。

能登半島地震への対応について
ご報告とお願い

□ 交際費課税特例の延長（３年）・拡充（飲食費上限の引上げ(１万円)）
▶ 交際費を800万円まで全額損金算入できる中小企業向けの特例措置が３年延長
▶ 交際費から除外される飲食費(１回１人あたり)の上限5,000円が倍額となる１万円に引上げ

□ 事業承継税制（特例措置）における
　 特例承継計画の提出期限の延長（２年）

税制改正特設▶
サイトはこちら　

 制度の紹介チラシ▼

□ 少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年）
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間合
計300万円までを限度に、即時償却（全額損金算入）
が可能な措置が２年延長

□ 所得税・住民税の定額減税

●  現行の5,000円から大幅拡充。 2006年に定められて以来変更なく、18年ぶりの改正！
●  商工会議所は2010年から要望しており、長年の要望が遂に実現！
●  今後、使う側である企業自身が、従来の5,000円を基準とした社内規定や慣例を変える
 ことが重要

令和５年分の所得税確定申告期限は
３月１５日（金）までです。

会員向け申告相談会は３月７日（木）まで
となりますのでお早めにご予約下さい。

　特例措置を活用するための前提となるエントリーシート（特例承継
計画）の提出期限が２年延長、新たな提出期限は2026年３月まで。
　一方で、実際に承継を行う期限である2027年12月末について
は、「今後とも延長を行わない」旨が明記された

＊ 事業承継税制（特例措置）とは…先代から自社株を贈与・相続するときの税負担が100%猶予
（一定要件を満たすと免除）される制度。10年間の時限措置

各部門の優勝チームは次の通りで、それぞれ栄光に輝きました。
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わせた温かい昼食の販売もありました。
　また同日には、青年部主催「こども経営体験」事業の一環として、子ども達により、
事業計画から商品仕入れ、販売を通じて会社経営を体験、会場に設けられたブースで
お菓子詰め合わせの販売会も行われ、売上金は参加の子ども達の希望で、後日、片
岡聡一総社市長に手渡され
て、市を通じ能登半島地震
へ寄付を行いました。

　当商工会議所青年部は、去る1月13日（土）、きびじ
アリーナを会場に「第７回絆をつなぐ綱引き大会」を
開催しました。大会事業は、「総社市を元気に」をスロー
ガンに、市内に在住の方や通勤・通学されている方々
を中心に毎年開催しており、今大会には全５部門で参
加総数59チーム、約420名の選手が参加され、寒さ吹
き飛ぶ白熱した戦いが終日繰り広げられました。
　当日は午前10時半から総当たりによる予選会、午後
からは勝ち上がったチームによる決勝トーナメントが
行われ、１試合終了ごとに大歓声がおこり、特に決勝
トーナメントでは会場は熱狂の渦となっていました。

また、今大会から新しく「男女混合部門」を設け、会社の仲間や町内会で作ったチー
ムなども参加、中にはこの日のために用意したユニフォームを着て戦うチームの姿も
見られました。
　合間には、岡山県を代表する強豪
チーム“月田金太郎綱引クラブ（真
庭市）”と“福浜レディース（岡山市）”
をお招きし、綱引きがより強くなる
体験教室を参加者に向け開催してい
ただきました。
　また、会場の外では市内を中心に
営業するキッチンカーが10店舗出店
し、おでんやラーメンなど季節に合

選手宣誓をする小学生

綱引き大会の様子 寄付をする子ども達お菓子販売の様子



事業所名 住　所 業　種
杏橋電気管理事務所 総社市泉 電気設備保安の外部委託
三村商店 総社市山田 清掃業
大内FRP工業 総社市下倉 製造業
学生服リユースshop　さくらや総社店 総社市駅前1丁目 小売業
(株)Sun ‐ Rise Shimoyama Farm 総社市富原 農業
ゆかり屋 総社市井尻野 介護

コーナー!!コーナー!!新入会員さん 介紹 （R6年1月2月入会）
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各種セミナー報告

　２月１６日から始まる所得税の確定申告を前に毎年
この時期開催の申告説明会を、今年も税理士の秋山伸
先生を講師に、当商工会議所と総社青色申告会の主催
により開催しました。
　確定申告を行うにあたり今年からの変更点や、間違
いの多いポイントを中心に、減価償却の仕方、決算書
作成における経費の取り扱い、所得控除の計算などを
分かりやすく説明されました。終了後には講師への個別質問の時間を設け、昨年10月から
スタートしたインボイス制度に関する消費税の申告についてや、その他不明点などたくさ
んの質問が行われていました。

青色決算申告説明会 1/31水

　当商工会議所女性会が主催、（公社）倉敷法人会と親
会の共催により刺激セミナーを開催、講師には、脳の
気分を読み解くスペシャリスト、（株）感性リサーチ　
代表取締役　黒川伊保子氏を迎え、「人生に効く脳科学
～脳が創りだす男女のミゾ、人生の波～」をテーマに、
脳の思考回路や、対話・コミュニケーションの奥義に
ついて講演していただき、会員や女性会、市民など
４６名が興味深く聴講しました。

２０２４年刺激セミナー 1/29月

参加者を前に解説する花光氏（写真中央）
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なんでも経営相談日
３月25日㈪相談員：経営コンサルタント

　　　　　　近藤　浩幸 氏 ４月22日㈪相談員：中小企業診断士
　　　　　窪田　司 氏

税経・事業承継相談日
３月７日㈭、14日㈭
４月４日㈭、18日㈭

税務、事業
承継に関して 雇用相談日

３月21日㈭・４月18日㈭

就業規則、労働
保険に関して

３月22日㈮・４月26日㈮
特許商標相談日特許、著作権

に関して 法律相談日

３月15日㈮・４月19日㈮

債権回収、相続等
法律に関して

希望者により随時開催中
IT個別相談日IT導入・補助金

に関して

事業の悩みについてお気軽に
なんでも相談できます。

予約制無 料 相 談 日 ３月・４月

税理士の

弁理士の

社労士の

弁護士の

税経・事業承継相談日はオンラインでの
相談が可能になりました。
ご希望の方は当商工会議所までお気軽に
ご連絡ください。

ＩＴコーディネー
タの

いつでも視聴可能！

WEBセミナー 配信中
会員限定
無料

今、話題のテーマなど豊富なセミナーが満載！

⬇商工会議所HPの下記バナーまたは下記QRコードからご視聴ください。

ログインには下記ID、PWが必要です。

ログインID：k4363
パスワード：1122

　WEBセミナーは、インターネットでセミナー映像を視聴す
ることにより、様々な経営情報が取得できるサービスです。
600本以上のセミナーコンテンツが24時間、いつでも、どこ
でも、好きなだけ受講可能です。

おススメセミナーおススメセミナー
令和６年1月から始まった電子帳簿保存法について令和５年度
税制改正の概要や実務対応のポイントを学べます。

経営に関する

様々な分野のセミ
ナーが

視聴可能

経営に関する

様々な分野のセミ
ナーが

視聴可能

 日　時  講師４月9日（火）14:00～16：00
 場　所 国民宿舎 サンロード吉備路

コンベンションホール総社市三須８２５－１

 対象者 令和６年３月高校及び大学等を卒業し、
総社市内の事業所に就職する者

 参加費 １名につき１，０００円

 申　込 ３月15日（金）締切

 内　容
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新卒就職者歓迎研修会令和
6年度

市内に就職する新社会人を歓迎・応援します！
対象者の
推薦を
対象者の
推薦を

※会報折込の申込用紙よりお申込みください。

　代表者による歓迎のことば、新卒代表
者による決意表明の他、先輩社員から入
社後の会社生活の参考となる職場体験文
の発表や、講演で窪田氏を講師に招き、
新たなスタートにふさわしい内容の講演
を行います。

　1983 年岡山生まれ、岡山在住。岡山を中心に
中四国など地方中小企業の「専門性」と「関係性」
を明確化する専門家。「中小企業をリフレーミン
グする３つの技術」をベースに、人事・組織・採
用についてのコンサルティングを行っている。人
事分野においては のべ 500 社以上の中小企業を
サポートし、新卒採用人数 3.5 倍、離職率 1/6 
など多くの成功事例を持つ。

お問合わせ 新卒就職者歓迎研修会実行委員会　総社商工会議所内　0866-92-1122

電子帳簿保存法の概要（国税庁より抜粋）
電子帳簿保存法とは
　 各税法で原則、紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満た
した上で電磁的記録（電子データ）による保存を可能とすること及び電子的に授受した
取引情報の保存義務等を定めた法律です。 
　電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく下記の３種類に区分されています。

電子取引データの保存方法
　申告所得税･法人税に関して帳簿･書類を保存する義務のある方が、注文書･契約書･送
り状･領収書･見積書･請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電
子データ（電子取引データ）を保存しなければなりません。

どのようなデータの保存が必要なのか
・紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類（注文書･契約書･送り状･領収書･見積

書･請求書など）に相当するデータを保存する必要があります。
・あくまでデータでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化

しなければならない訳ではありません。
・受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

どのように保存する必要があるのか
・改ざん防止のための措置をとる必要があります。
・「日付・金額・取引先」で検索できる必要があります。
・ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要があります。
※保存するファイル形式は問いませんので、ＰＤＦに変換したものや、スクリーン

ショットでも問題ありません。

詳細については国税庁電子帳簿等保存制度特設サイトをご覧ください。

〜電子帳簿保存法上の区分（イメージ）〜

近年の改正点について学ぶ！
２０２４年から変わる相続・贈与と不動産登記セミナー開催

　当商工会議所主催により、１月１６日
(火)、令和５年度税制改正により今年か
ら変わる、「相続・贈与と不動産登記の
改正点やポイント」について解説するセ
ミナーを、税理士の花光慶尚氏を講師に
開催しました。相続・贈与では、一年間
に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与
税額を計算する「暦年課税」と贈与を受
けた時に特別控除額及び一定の税率で贈
与税を計算し贈与者が亡くなった時に相
続税で精算する「相続時精算課税」の２
つの制度について説明がありました。
　また、不動産登記では所有不明土地と
相続登記の義務化について、東日本大震
災を契機に所有不明土地問題が表面化し
た背景を受け、解消に向けた民事基本法

贈与税に関する改正点
（R6年1月1日以後の贈与から適用）
〇暦年課税において贈与を受けた財産を

相続財産に加算する期間を相続開始前
３年間から７年間に延長し、延長した
４年間に受けた贈与のうち総額100万
円までは相続財産に加算しない見直し
を行います。

セミナーの内容より抜粋

改
正
前

改
正
後

制の見直しや改正のポイントについて解
説をいただきました。続けて、相続登記
の申請義務化（R6.4.1 ～）によって必要
となる対応や登記簿上の所有者の住所変
更登記の義務化（R8.4.1 ～）への対応に
ついて解説をいただきました。


